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平成３０年度答申第４号  

平成３０年１０月１０日  

 

 

松戸市長 本郷谷 健次 様 

 

 

松戸市情報公開審査会 

会長 後 藤 仁 哉  印 

 

 

公文書の一部開示決定に係る審査請求に対する諮問について 

（答申） 

   

平成２９年１０月１９日付け松政広第３１号をもって諮問のあった「平成２

９年１月に松戸市立中学校の１年生の女子生徒がいじめにより自殺したと報道

された件に関する文書一切。平成２９年１月に松戸市立中学校の１年生の女子

生徒が死亡したことが松戸市いじめ防止対策委員会に諮問された件に関する文

書一切。」に係る公文書の一部開示決定に対する審査請求（以下「本件審査請求」

という。）について、別紙のとおり答申する。 
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答  申 

 

１ 審査会の結論  

本件審査請求の対象となった公文書（以下「本件文書」という。）について、

実施機関が行った一部開示決定（以下「本件処分」という。）は、一部を除き、

妥当である。 

 

２ 本件審査請求までの経過       

審査請求人は、平成２９年６月７日付け公文書開示請求書により、「平成２

９年１月に松戸市立中学校の１年生の女子生徒がいじめにより自殺したと報

道された件に関する文書一切。平成２９年１月に松戸市立中学校の１年生の女

子生徒が死亡したことが松戸市いじめ防止対策委員会に諮問された件に関す

る文書一切。」について、開示請求（以下「本件開示請求」という。）をした。 

松戸市長（広報広聴課をいう。以下同じ。）は、本件開示請求に対して、本

件公文書を「開示文書一覧」と題する一覧表のとおり、「市長メール」、「市長

メールの対応について」、「レクチャーの開催について」、「松戸記者クラブ等情

報提供依頼票」及び「松戸市ニュース」等（合計枚数２３枚）と特定し、松戸

市情報公開条例（平成１３年条例第３０号。以下「条例」という。）第１０条

第１項の規定による一部開示決定（同年６月２１日付け）をした。 

審査請求人は、同年７月７日付け審査請求書により、本件処分に対して、本

件審査請求をした。 

 

３ 本件審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、「本件処分を取り消して、請求対象文書をさらに特

定したうえで、請求した情報は、一般の方の氏名、住所のうち市区町村名より

も詳しいもの、メールアドレス、電話番号のうち市外局番や携帯番号の最初の

３桁以外を除いて全て開示するとの決定を求める。また、松戸市いじめ防止対

策委員会の委員長の印影は、公務員の職務遂行内容であり、公務遂行情報とし
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て開示となる。公益上の理由による裁量的開示を実施することを求める。」と

いうものである。 

 

４ 実施機関の説明要旨 

（１）個人の氏名、住所、メールアドレス、電話番号等は、個人に関する情報

であって、特定の個人を識別することができる情報であるから、個人情報

（条例第７条第２号）に該当し、非開示となる。 

（２）松戸市いじめ防止対策委員会の委員長の印影は、委員会の代表者印では

なく、個人印の印影であり個人情報に該当し、非開示となる。 

（３）審査請求の趣旨の項に記載されている裁量的開示については、条例にお

いてはこのような規定はなく、主張自体失当である。 

 

５ 審査会の判断  

本件処分に対する審査会の判断は、次のとおりである。  

（１）条例における公文書の開示について  

条例は、何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該

実施機関の保有する公文書の開示を請求することができること（条例第５条）

及び実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例に定める

公文書の開示を請求する権利を最大限に尊重しなければならないこと（条例

第３条第１項）を規定する。 

同時に、実施機関は、公文書を開示する場合においては、個人に関する情

報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならな

い（条例第３条第２項）と規定し、具体的には、条例第７条第２号において、

「個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）で

あって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合すること

により、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の

権利利益を害するおそれがあるもの。」を非開示情報と規定する。  
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本号は、個人の尊厳を守り、基本的人権を尊重する立場から、個人のプラ

イバシーを最大限に保護するため、「個人に関する情報」のうち、特定の個

人を識別することが可能なものは、原則として非開示とする趣旨である。  

そして「個人に関する情報」とは、個人の人格や私生活に関する情報に限

らず、個人との関連性を有する全ての情報を意味する。  

（２）本件文書について  

本件文書は、「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であっ

て、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有

しているもの」であり、公文書に該当する（条例第２条第２項）。 

   審査請求人は、実施機関における文書の特定漏れを主張しているが、実

施機関は、本件審査請求の対象となる文書は、「開示文書一覧」記載の文書

が全てであると主張している。 

審査会は、「開示文書一覧」記載以外の文書の有無について、意見陳述を

踏まえて審議したが、実施機関の主張が事実に反すること、又は開示した

文書以外に審査請求人の主張する文書が存在することについて確証を得る

ことはできなかった。 

（３）本件文書のうち、住所等の情報について  

以下、本件文書について、個人情報の該当性の有無を検討する（印影に

ついては次項で述べる）。 

条例は、個人情報の範囲には、「個人に関する情報であって、特定の個人

を識別できるもの」のほか、「他の情報と照合することにより、特定の個人

を識別することができることとなるものを含む。」（条例第７条第２号本文）

ことを規定している。 

個人の氏名、市区町村名より詳しい住所、メールアドレス、電話番号の

うち市外局番や携帯番号の最初の３桁に関する情報は、「個人に関する情報

であって、特定の個人を識別できるもの」又は「他の情報と照合すること

により、特定の個人を識別することができることとなるもの」に該当する

ため、いずれも個人情報に該当し、非開示とすることが妥当である。 
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（４）松戸市いじめ防止対策委員会の答申書に押印した委員長の印影について 

実施機関の説明によると、松戸市いじめ防止対策委員会の委員長が答申

書に押印した印鑑は委員長の個人印であるため、印影が個人情報に該当す

るとのことである。 

しかしながら、同委員会は、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第

７１号）第１４条第３項及び松戸市いじめ防止対策委員会条例（平成２７

年条例第１６号）第１条の規定に基づき設置され、その所掌事務は、教育

委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策に関する事項等につい

て調査審議することとされていることから、同委員会が作成した答申書は

公文書に該当し、また、公文書に押印することは同委員会の委員の職務に

含まれる以上、委員長が押印した印影は条例第７条第２号ウの公務遂行情

報に該当し、開示すべきである。 

（５）裁量的開示について 

審査請求人の主張する裁量的開示については、条例中に規定を欠くため、

本件文書の開示の根拠とすることはできない。 

（６）結論 

以上により、本件文書は、委員長の印影を除き、一部開示とすることが妥

当である。 

 

６ 審査会の結論  

以上により、審査会は、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

審査会の処理経過は、別紙のとおりである。 

 

７ 付言 

実施機関においては、条例は、公文書の開示により、市の有するその諸活動

を市民に説明する責務が全うされるようにすることを目的としていること（条

例第１条）から、公文書の開示の実施に際しては、印字等に留意し、開示を受

ける市民にとって可読性の高い文書を交付するよう配慮されたい。 
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（参考）非開示とした文書の非開示理由 

 

№ 対象公文書名 非開示箇所 主な記載内容 非開示理由 

1 市長メール（整理番

号 456号） 

差出人名、メールア

ドレス、自宅住所、

電話番号 

同左 特定の個人を識別す

る情報に当たるため。 

2 市長メールの対応に

ついて（依頼、学校

教育部） 

送信者名 同左 同上 

3 市長メールの対応に

ついて（依頼、総務

部） 

送信者名 同左 同上 

4 市長メール（整理番

号 488号） 

差出人名、メールア

ドレス、自宅住所、

電話番号 

同左 同上 

5 市長メールの対応に

ついて（依頼、学校

教育部） 

送信者名 同左 同上 
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審査会の処理経過 

  

年  月  日 内  容 

平成２９年１０月１９日 諮問書の受理 

平成３０年１１月１６日  第１回審査会（諮問の報告）  

平成３０年２月２１日  第２回審査会（審議・意見陳述）  

平成３０年４月１２日  第３回審査会（審議・理由説明）  

平成３０年８月２２日   第４回審査会（審議） 

平成３０年９月２６日   第５回審査会（審議） 

  

  

  

  

  

  

  

  


